
所得減少減免フローチャート

所得減少減免申請を希望する
はい

非自発的失業者に係る軽減措置の対象者である*¹
いいえ はい

世帯合計所得額（擬制世帯主*²の所得を含む）の見込額が
前年と比べて10分の7以下に減少している

はい いいえ

前年中の世帯合計所得額（擬制世帯主の所得を含む）が
600万円以下である

はい いいえ

次の①〜⑥のいずれかに該当する
①被保険者の失業又は廃業により著しく収入が減少した世帯
②被保険者の疾病又は負傷により著しく収入が減少した世帯
③義務教育終了前の児童を扶養する⺟⼦（⽗⼦）世帯
④重度心身障がい者*³を含む世帯
⑤65歳以上の者のみの世帯
⑥65歳以上の者のみの所得でほかの者を扶養する世帯

はい いいえ

国⺠健康保険税の減免を受けられる可能性があります。
必要書類を準備して申請を行ってください。（申請期限厳守）
必要書類は申請事由（上記①〜⑥）によって異なります。
詳しくは減免申請チェックリストをご確認ください。

   申請

所得申告後、確定申告期間中に申告の控え等を提出

審査（２か月ほどかかります）

審査決定（承認又は不承認）通知

*¹  離職により、雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者と認定されている方は、届出により
国⺠健康保険税の軽減が受けられます。雇用保険受給資格者証の「12.離職理由欄」のコード番号が下表に
該当する方が対象です。（特例受給資格者証及び高年齢受給資格者証は該当しません。）
対象コード一覧
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
*²擬制世帯主：国保に加入していない世帯主
*³重度心身障がい者：身体障がい者手帳の1級若しくは2級、精神障がい者保健福祉手帳の1級又は療育手帳の
           最重度（A1）若しくは重度（A2）に該当する者
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承認の場合：減免後の残税を納付（納付相談対応）
不承認の場合：当初課税額を納付（納付相談対応）


